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　高知広域都市計画区域（高知市、南国市、香美市、いの町の一部）では、人の動きや土地の利用の仕方などに
ついて将来の見通しや目標を明らかにし、将来のまちをどのようにするかを具体的に定めた、都市計画区域マ
スタープランを策定しました。
　しかしながら、策定時の予測を上回る急速な人口減少や、国からコンパクトなまちづくりの推進が示される
など、まちづくりに関わる状況が大きく変化しましたので、これらの変化に対応するため、都市計画区域マス
タープラン等の見直しを行います。
　今回の見直しに際し、下記のとおり、変更案の縦覧と説明会及び公聴会を開催します。

◇◇都市計画区域マスタープラン◇◇
　○歩いて暮らせるまちづくり
・買物等の日常生活を、歩い
て暮らせるまちづくりを目
指します。

・通勤や通学を、バスや電車
の公共交通を利用しやすく
し、過度に自動車等に頼ら
ない、暮らしやすいまちづ
くりを目指します。

　○次の世代につなぐまちづくり
・周辺の自然環境と調和し
た、地域の特徴を活かした
魅力あるまちづくりを目指
します。

◇◇市街化区域と市街化調整区域の区分の見直しの方針◇◇
　・今後は人口減少が見込まれますので、市街化区域の拡大は行わず、現行の規模を維持します。
・市街化区域の境界は、道路等の明確な地形地物とする必要がありますので、道路の位置が変わるなど、
境界線が不明確となっている場合に、明確な地形地物に境界の変更を行います。

今回変更される都市計画の主な内容

縦 覧 期 間　11月11日（金）まで
縦 覧 場 所　高知県土木部都市計画課、高知市役所都市建設部都市計画課
　　　　　　南国市役所都市整備課、香美市役所建設課、いの町建設課
問い合わせ　高知県土木部都市計画課　参 823－9849
　　　　　　※その他、説明会の日時や公聴会の日時などはお問い合わせください。

高知広域都市計画の変更について
～説明会と変更案の縦覧及び公聴会のお知らせ～

将来都市構造のイメージ

※広域
地域拠点
役所や病院、学校など日常利用される主
な施設が集まった地域です

生活地域
おおむね歩ける範囲に生活に日常的な
サービス機能が確保された地域です


